[bookmark: _Hlk216964379]コミュニティバス等の運賃等に関する意見募集要項


１．意見募集する内容

意見募集１　 「五条駅前バスターミナル」運用開始に伴うコミュニティバス等
の運賃の取扱いについて

　・　令和８年７月に予定する「五条駅前バスターミナル」運用開始
及び「五條バスセンター」の閉鎖に伴い、コミュニティバスの運行に変更が生
じます。
　・　変更後のコミュニティバスの運賃の取扱いについて、下記及び別紙のとおり意見
を募集します。

（１）　五條市コミュニティバス「ゴーちゃんバス」の運賃について
　・五條市では、以下のコミュニティバス（ゴーちゃんバス）２路線が運行中
①「五条駅・田園方面ライン」  ： （田園方面～五条駅～五條バスセンター）
②「南奈良総合医療センター通院ライン」　：
（五條バスセンター～南奈良総合医療センター～福神駅）
    　※２路線とも、１乗車２００円の均一制運賃
（現在は、五條市の負担により利用者は100円で利用可能）
　　　　※②の路線は一部大淀町内を運行

[bookmark: _Hlk216963216]・「五条駅前バスターミナル」運用開始等に伴い、以下のとおり路線の変更を行う予定
　①「五条駅・田園方面ライン」　：　五条駅止めに短縮
　②「南奈良総合医療センター通院ライン」　：　五条駅へ延伸

[bookmark: _Hlk216964505]・上記により路線の短縮及び延伸が生じるが、運賃は変更しない

（２） 五條・十津川連携コミュニティバス「広域通院ライン」の運賃について
・五條市と十津川村が連携し、以下のコミュニティバスが運行中
「広域通院ライン」　：　（十津川温泉～五条駅～五條バスセンター～福神駅）

・「五条駅前バスターミナル」運用開始等に伴い、以下のとおり運賃設定の変更を行う
　　　改正前：　十津川温泉 ～ 五條バスセンター間   ⇒　奈良交通路線バスと同じ距離制運賃
　　　　　　　　　　五條バスセンター ～ 福神駅間       ⇒　五條市コミュニティバスと同じ均一制運賃

　　　改正後：　十津川温泉 ～ 五条駅            ⇒　奈良交通路線バスと同じ距離制運賃
             五条駅 ～ 福神駅間              ⇒　五條市コミュニティバスと同じ均一制運賃

※ 詳細は別紙「広域通院ライン運賃改定（案）」をご覧ください。

意見募集２　「運賃に関する協議会」の運用について

・　道路運送法第９条第４項の規定により、コミュニティバス等の運賃等の協議を行
う会議体として「五條市地域公共交通運賃等協議会」及び「五條・十津川地域
公共交通運賃等協議会」を設置・運用中

・　関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、今後、以下の内容につ
いて、上記協議会の開催を要しない軽微な変更として取り扱うととともに、別添の「五
條市地域公共交通運賃等協議会設置要綱改正（案）」及び「五條・十津川地
域公共交通運賃等協議会設置要綱改正（案）」のとおり、要綱を改正することに
ついて、意見を募集します。

（軽微な事案）
（1） 均一制運賃を適用する路線（系統）において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合（競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く）でも、運賃額に変更がない場合
（2）　毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合 
（3）　工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合 
（4）　新たな決済手段を追加する場合
※　意見募集１の内容は、軽微な事案の（1）に該当します。

２．公表する資料
　　▼五條市コミュニティバス「ゴーちゃんバス」について】
・　 ゴーちゃんバスの運賃（案）概要（別紙）
・　 路線の変更概要（別紙）

▼五條・十津川連携コミュニティバス「広域通院ライン」 】について
・　 広域通院ライン運賃改定（案）
・ 　広域通院ラインの運賃改定（案）概要

▼ 運賃に関する協議会 】について
・　五條市地域公共交通運賃等協議会設置要綱改正（案）
・　五條・十津川地域公共交通運賃等協議会設置要綱改正（案）

３．閲覧できる場所・時間
・五條市ホームページ
・五條市  総務管財課　地域デジタル・公共交通推進室（3/31まで）
　企画政策課　公共交通推進室（4/1から）
西吉野支所
大塔支所
　　※ 市庁舎では土・日・祝を除く８時30分から17時15分まで

４．意見募集の期間
　　　令和８年３月３０日（月）から令和８年４月１３日（月）まで（必着）

５．意見を提出できる個人及び団体
（１）五條市内に住所を有する人
（２）五條市内に事務所又は事業所を有する個人及びその他の団体
（３）五條市内に存ずる事務所又は事業所に勤務する者
（４）五條市内に存ずる学校に在学する者
（５）事案に利害関係を有する者

６．意見の提出方法等
   所定の様式に必要事項を記載の上、下記の方法により提出してください。
・書面持参　
・郵便　
・ファクシミリ：五條市　 （0747-25-0629）
・電子メール：五條市koutsuu@city.gojo.lg.jp
・五條市ホームページ上での意見募集フォーム
※電話等による口頭でのご意見は受け付けない。

※書面持参及び郵送の場合の提出先
〒637-8501　五條市岡口１丁目３番１号      
五條市　総務管財課　地域デジタル・公共交通推進室（3/31まで）
五條市　企画政策課　公共交通推進室（4/1から）

７．意見の取扱い
・ 意見の概要とそれに対する五條市の考え方をとりまとめ、後日ホームページで公表。
・ 意見を考慮した上で運賃（案）や軽微な事例についての考え方を五條市地域公共交通
　運賃等協議会、五條・十津川地域公共交通運賃等協議会にて協議。
・ ご意見に対する個別の回答はしません。
・ 意見のうち、単に賛否だけを示したものや趣旨が不明確なものについては、公表しない場合
や市の考え方をお示しできない場合があります。
  ・ 提出された原稿等は返却しません。
※　なお、意見の提出に伴い取得したメールアドレスやファクシミリの番号等の個人情報につ
いては適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の目的に
限って利用する。

８．問合せ先
（五條市）
　　〒637-8501　五條市岡口１丁目３番１号  
五條市　総務管財課　地域デジタル・公共交通推進室（3/31まで）
五條市　企画政策課　公共交通推進室（4/1から）
TEL　  0747-22-4001（内線214）
FAX　  0747-24-5611
E-mail 　koutsuu@city.gojo.lg.jp
